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公 　 　 　 　 　 告

土地収用法（昭和26年法律第219号）第24条第１項の規定により、北陸地方整備局長から事業認定申請書及びその

添付書類の写しの送付を受けたので、同条第２項の規定により、これを公衆の縦覧に供するため次のとおり公告し

ます。

なお、事業の認定について利害関係を有する者は、同法第23条の規定により、縦覧期間内に限り北陸地方整備局

長に土地収用法施行規則（昭和26年建設省令第33号）第４条の規定に従って公聴会開催請求書を提出することがで

き、また、同法第25条の規定により、縦覧期間内に限り石川県知事に意見書を提出することができます。

平成19年１月25日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

事業の種類

平成19年１月25日

から２月８日まで

の午前９時から

午後５時30分まで

縦覧期間

犀川辰巳治水ダム

建設事業

起　業　地

（1）土地

イ　収用の部分

石川県金沢市上辰巳町拾弐及び　

七、瀬領町、瀬領町ル、ワ、ヌ、チ

ト、ヲ、ハ及びニ、駒帰町ル、タ及

びヲ、寺津町ヘ、甲及びニ、相合谷

町タ、ロ、ハ、ヨ及びヌ、下鴛原町

丙、拾弐、ヌ、乙、チ、甲及びリ、

鴛原町チ、ト、ヘ及びソ、城力町イ

、リ、ヌ、ル及びロ並びに熊走町村

廻地内

ロ　使用の部分

なし

（2）漁業権

イ　収用の部分

二級河川犀川水系犀川

右岸　石川県金沢市上辰巳町七地内

左岸　石川県金沢市相合谷町タ地内

ロ　使用の部分

なし

起業者の名称

石川県

縦覧場所

金沢市都市整備局

土木部

内水整備課
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